
             

 

 

 

「COOL CHOICE ZEH 体験宿泊事業」 

及び「断熱及び水回りで COOL CHOICE 体験・相談・情報発信事業」 

連携事業者の募集について     

  

平成 30 年８月 10 日（金） 

 

    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（※１）ZEH (ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス、通称「ゼッチ」)：住宅の高断熱化・高

効率化によって、快適な室内環境と大幅な省エネルギーを同時に実現した上で、太陽

光発電等によってエネルギーを創り、年間に消費する正味のエネルギー量が概ねゼロ

とする住宅。 

 

１．事業の概要 

＜COOL CHOICE ZEH 体験宿泊事業＞ 

ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の体験宿泊を通じ、高断熱・省エネ住

宅の良さを実感していただく事業。 

 

＜断熱及び水回りで COOL CHOICE 体験・相談・情報発信事業＞ 

  住宅の断熱及び水回りに関する省エネ（※２）の体験や相談、情報発信を通じ、

住宅における断熱・水回りの省エネを身近なものとしていただく事業。 

（※２）二重窓、複層ガラス、天井断熱、床断熱、外壁断熱、浴室断熱、高断熱浴槽、節水

トイレ、節水・節湯水栓など 

 

 上記２事業を実施するに当たり、施設を提供いただける連携事業者を募集します。 

 

２．公募期間 

 平成 30 年８月 10 日（金）～平成 30 年９月 28 日（金）17 時 

地球温暖化対策の国民運動「COOL CHOICE」（環境省）では、住宅の省エネ・低炭

素化推進のため、高断熱・省エネ住宅への買換えや省エネリフォームを呼びかける

「COOL CHOICEエコ住キャンペーン」を実施しています。 

この度、国民の皆様に、ZEH (ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)（※１）の断

熱基準又はそれに準ずる基準を満たした施設の宿泊体験を通じ、高断熱・省エネ住

宅の良さを実感していただく「COOL CHOICE ZEH体験宿泊事業」を昨年度に引き続

き実施します。 

また、今年度は新たに、住宅における断熱・水回りの省エネを身近なものとして

いただくことを目的として、住宅の断熱及び水回りに関する省エネの体験や相談、

情報発信を重点的に実施することとしており、「断熱及び水回りでCOOL CHOICE体

験・相談・情報発信事業」の施設提供をいただく連携事業者を募集します。 

詳しくは、「COOL CHOICEエコ住キャンペーン」Webサイトをご覧ください。 

https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/jutaku/ 



             

 

 

３．対象者 

＜COOL CHOICE ZEH 体験宿泊事業＞ 

  住宅メーカー、工務店等 

 

＜断熱及び水回りでCOOL CHOICE体験・相談・情報発信事業＞ 

 設備メーカー、ホームセンター、住宅メーカー、工務店等 

 

４．事業実施期間 

 平成30年12月～平成31年２月末 

 

５．応募方法 

 応募される場合には、「COOL CHOICEエコ住キャンペーン」Webサイトの応募ページ

から応募様式等をダウンロードし、募集要項にしたがって必要事項を記載の上、所定

の方法で提出してください。 

 募集開始は平成30年８月10日（金）より行います。 

応募ページURL https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/jutaku/zeh 

 

 

地球温暖化対策のための国民運動「COOL CHOICE」について 

環境省では、低炭素型の「製品」「サービス」「ライフスタイル」など、地球温暖化

対策に資するあらゆる「賢い選択」を促す国民運動「COOL CHOICE」を、関係省庁や様々

な企業・団体・自治体等と連携しながら推進しています。 

「COOL CHOICE」の詳細はこちら 

https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境省地球環境局地球温暖化対策課 

国民生活対策室 

 代表   03-3581-3351 

直通      03-5521-8341 

室長     林 俊宏  （内 6725） 

室長補佐  竹田 智宏 （内 7740） 

担当      野嶋 美沙都（内 6794） 
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 平成 30 年度「断熱及び水回りで COOL CHOICE 体験・相談・情報発信事業」 

連携事業者募集要領 

 

 「断熱及び水回りで COOL CHOICE 体験・相談・情報発信事業」を実施するにあたり、以下

の要領にて体験・相談・情報発信施設を提供していただく事業者（以下「連携事業者」とい

う。）を募集します。 

 

１．事業の目的と内容について 

（１）事業の目的 

本事業は、一般の方及び体験した内容を多くの方に語って頂ける方（メディア関係者、 

ブロガー、地球温暖化防止活動推進員、地球温暖化防止コミュニケーター等）に、以下

の①～③の基準（「断熱及び水回りで COOL CHOICE 体験・相談・情報発信事業」共通）

を満たした施設で、住宅の断熱及び水回りに関する省エネの体験や相談、情報発信をし

ていただき（以下「体験・相談・情報発信」という。）、住宅における断熱・水回りの省

エネを身近なものとし、推進していく契機とすることを目的とした事業です。 

＜施設の満たすべき基準＞ 

① 住宅の断熱及び水回りにおける省エネ（※１）のうち少なくとも１種類について、

体験・相談の実施や情報発信を行うことができること 

② 展示スペースなどに、ＰＯＰ（※２）等を設置できること 

③ 本事業の目的に沿う施設であること 

  （※１）二重窓、複層ガラス、天井断熱、床断熱、外壁断熱、浴室断熱、高断熱浴槽、

節水トイレ、節水・節湯水栓など 

（※２）環境省「COOL CHOICE」Web サイト 

https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/index.html にて、ダウンロ 

ードツールを配布予定 

 

（２）事業の内容 

（実施主体） 

本事業の実施主体は環境省が業務を委託する株式会社 電通東日本（以下「事務局」

という。）及び連携事業者です。 

     

（実施時期） 

平成 30 年 12 月～平成 31 年２月を実施期間として設定します。 

 

（実施地域・施設） 

   本事業は全国から体験・相談・情報発信できる施設を有する連携事業者を募集し、１ 

   （１）①～③に記載した基準を満たした施設で実施します。 

 

  （体験・相談・情報発信の実施と報告） 
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   連携事業者が、体験・相談・情報発信を実施します。 

   体験・相談・情報発信実施後、連携事業者は、平成 30 年 12 月～平成 31 年２月の活

動内容について、事務局の定めた様式等により、活動を報告頂きます。 

また、来場者に出来る限り、事務局が作成したアンケートへの記入を依頼し、回答を

とりまとめて事務局に送付頂きます。 

 

（情報発信） 

アンケート結果については、連携事業者において活用するとともに、活動報告を含め、

事務局においてとりまとめを行い、広報用に編集等を行います。編集した広報用資料に

ついては、環境省「COOL CHOICE」Web サイト等で活用すると同時に、連携事業者に無

償配布を行い、各社のホームページ等でも活用できるようにします。 

また、連携事業者の名称及び提供施設の名称等については、環境省「COOL CHOICE」

Web サイト等において公開します。各施設の情報については、環境省が行うプロモーシ

ョンに活用させていただく場合があります。 

 

（費用） 

   体験・相談・情報発信に要する費用は、施設を提供する連携事業者にご負担いただき

ます。 

    

  （器物破損等） 

   施設や備品を破損した場合や来場者の事故については、連携事業者と来場者間で対処

していただきます。 

 

２．応募手続について 

（１）応募書類 

応募に当たり提出が必要となる書類は、次のとおりです。 

（様式１） 応募申請書            1 部 

（別添１） 暴力団排除に関する誓約事項    1 部 

 

（２）受付期間 

   平成 30 年８月 10 日（金）～平成 30 年９月 28 日(金）17 時 

 

（３）提出先 

   エコ住キャンペーン Web サイトから応募書類をダウンロードし、電子メールにて応 

募書類のご提出をしていただきます。 

 https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/jutaku 

 

（４）問合せ 

   応募等に関して質問等ある場合は、件名を「断熱及び水回りで COOL CHOICE 体験・相
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談・情報発信事業に関する問い合わせ」とし、以下のメールアドレスまで電子メールで

送ってください。 

問合せ可能期間：平成 30 年８月 10 日（金）～平成 30 年９月 28 日(金) 17 時 

メールアドレス：jutaku_insulation@ondankataisaku.env.go.jp 

 

３．選定方法について 

（１）選定方法 

応募者より提出された応募申請書をもとに、環境省による審査を経て選定を行います。 

審査に当たっては、以下の「審査ポイント」に示す項目が重要と考えています。 

 

【審査のポイント】 

一 断熱及び水回りで COOL CHOICE 体験・相談・情報発信事業の内容 

住宅の断熱及び水回りにおける省エネ（※１）のうち少なくとも１種類について、体

験・相談の実施や情報発信を行うことができること 

 （※１）二重窓、複層ガラス、天井断熱、床断熱、外壁断熱、浴室断熱、高断熱浴槽、

節水トイレ、節水・節湯水栓など 

 

二 ＰＯＰ等の設置 

展示スペースなどに、ＰＯＰ（※２）等を設置できること 

 （※２）環境省「COOL CHOICE」Web サイト 

https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/index.html にて、ダウンロ 

ードツールを配布予定 

 

三 「COOL CHOICE」への賛同有無 

   地球温暖化対策のための国民運動「COOL CHOICE」に賛同いただいていること 

※ 「COOL CHOICE」には、以下の環境省「COOL CHOICE」Web サイトからご賛同いた

だけます。 

https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/ 

 

（２）選定結果の通知 

結果は、平成 30 年 10 月上旬を予定しています。結果は全ての応募申請者に対して通

知します。 

 

４．今後のスケジュールについて 

事業者募集 ：平成 30 年８月 10 日（金）～平成 30 年９月 28 日（金）17 時 

選定結果通知：平成 30 年 10 月上旬 

本事業の案内：平成 30 年 10 月中旬～ 

体験・相談・情報発信実施：平成 30 年 12 月～平成 31 年２月 
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※ スケジュールについては、現時点での予定であり、変更を行う場合があります。 

 

５．ご応募いただいた連携事業者について 

 本事業にご応募いただき、COOL CHOICE に賛同いただいた連携事業者の方は、エコ住キャ

ンペーン Web サイトに本事業の趣旨に賛同いただいた「断熱及び水回りで COOL CHOICE 体

験・相談・情報発信事業」連携事業者として、事業者名、所在地等の掲載をさせていただく

予定です。 

 また、断熱・省エネリフォームに関するビジネストークガイド並びに推進ポスターを進呈

いたします。 
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（様式１） 

「断熱及び水回りで COOL CHOICE 体験・相談・情報発信事業」応募申請書 

事業実施の事業者名  

担当者名  

役職名  

電話番号  

FAX 番号  

E-mail アドレス  

所在地  

備考  

 

体験・相談・情報発信施設の

名称 ※複数ある場合は、全

て記載ください（以下同様） 

＊１施設につき、25 文字以内 

体験・相談・情報発信施設の

所在地 

 

体験・相談・情報発信施設の

画像 

＊画像を添付ください 

 

体験・相談・情報発信施設の

電話番号 

 

体験・相談・情報発信施設の

リンク先 URL 

 

体験・相談・情報発信施設の

ポイント 

＊250 文字以内 

体験・相談・情報発信への協

力日、実施予定時間 

 

体験・相談・情報発信できる

主な設備（複数選択可） 

※設備の種類に✓をつけ、具

体的な設備に○をつけてく

ださい 

☐断熱設備 

二重窓／複層ガラス／天井断熱／床断熱／外壁断熱 

／浴室断熱／その他（      ） 

☐水回り設備 

高断熱浴槽／節水トイレ／節水・節湯水栓 

／その他（      ） 

 

設置予定の情報発信ツール

（複数選択可） 

※○をつけてください 

ＰＯＰ／ポスター／ビジネストークガイド 

／その他（     ） 

国民運動「COOL CHOICE」 

賛同の有無 

有／無 
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（別添１） 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

当社（法人である場合は当法人）は、下記のいずれにも該当しません。また、事業の実施

期間内及び完了後においても該当することはありません。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとな

っても、異議は一切申し立てません。 

以上のことについて、応募申請書の提出をもって誓約します。 

 

 

記 

 

 

１ 法人の役員等（役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）代

表者）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号

に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である。 

 

２ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。 

 

３ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。 

 

４ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

署名：            
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